
浜田市告示第 47 号 

 

浜田市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次の

ように定める。 

 

令和 7 年 3 月 28 日 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

  



浜田市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 

浜田市結婚新生活支援事業補助金交付要綱（令和 3 年浜田市告示第 67 号）

の一部を次のように改正する。 

第 1 条中「令和 6 年度地域少子化対策重点推進交付金交付要綱（令和 6 年

4 月 1 日付けこ総政第 99 号こども家庭庁長官通知）」を「令和 7 年度地域少

子化対策重点推進交付金交付要綱（令和 7 年 4 月 1 日付けこ総政第 56 号こ

ども家庭庁長官通知）」に改める。 

第 2 条第 1 項中「令和 6 年 1 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで」を「令

和 7 年 1 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで」に改め、同条第 3 項第 1 号中

「令和 5 年度」を「令和 6 年度」に、「令和 6 年度」を「令和 7 年度」に改め

る。 

第 5 条第 1 項中「様式第 1 号の 1」を「様式第 1 号」に、「令和 7 年 2 月末

日」を「令和 8 年 2 月末日」に改め、同項第 6 号中「契約書」を「契約書等」

に改め、同条第 2 項中「令和 7 年 2 月末日」を「令和 8 年 2 月末日」に改め

る。 

第 7 条第 1 項中「令和 7 年 2 月末日」を「令和 8 年 2 月末日」に改め、同

条第 2 項中「令和 7 年 3 月 31 日」を「令和 8 年 3 月 31 日」に改める。 

第 10 条中「令和 7 年 3 月 31 日」を「令和 8 年 3 月 31 日」に改め、同条第

1 号中「領収書」を「領収書等」に改める。 

附則第 2 項中「令和 7 年 3 月 31 日」を「令和 8 年 3 月 31 日」に改める。 

別表引越費用支援事業の項中「する際に」を「する際（婚姻届出日以前に

引越しをしたものについては、同日から 1 年前までに当該引越しをしたもの

に限る。）に」に、「支払い」を「支払」に改め、同表備考第 2 項中「令和 6

年 4 月 1 日」を「令和 7 年 4 月 1 日」に、「令和 7 年 3 月 31 日」を「令和 8

年 3 月 31 日」に改める。 

様式第 9 号中 

改める。 
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附 則 

この告示は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。ただし、附則第 2 項の改正

規定は、同年 3 月 28 日から施行する。 


